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特集 最新の給排水管の改修工事法 
広報16号でも報告した通り、多摩ニュータウン地域でも築30年超えのマンションが増 

えてきております。給排水管の改修を検討している管理組合が増えていますので、今号 

では専有部分を含めた配管改修の進め方の説明と、賛助会員の協力を頂き、給排水管改 

修の最新の技術・工法を紹介します。 

〇配管改修は専有部分も含めてが時流 

団地・マンションでは一般的に築年数 

が30年近くなると給水設備、30-40年に 

なると排水管設備や専有部分配管の改 

修工事が必要となりますc 

特に古いマンションは、当初から途巾 

で配管などの設備改修を行うことを前提と 

しない建物構造になっていますから、各 

住戸の内装を一度壊したり、コンクリート 

スラブ（床）を削ったりと、大がかり改修［ 

事となり、宅内での工事期間は長くなりま 

す。しかも、管理組合は共用部分のみを 

行い、専有部分は各住尸がそれぞれの 

責任と資金で工事するという、ひと昔前の 

建前論では、もう対応仕切れなくなってい 

るのが実情でしょう。 

〇専有部分配管改修の進め方と問題点 

管理組合として、これからの給排水管 

など配管類の改修工事は、専有部分まで 

を視野に入れて、①何「寺頃の時期に②ど 

のような［法で行うか、③そのために規 

約・細則をどう改定するか、①資金討画 

はどうするか、などを、まず具体化してい 

くことが必要です。 

その第一歩は、工事対象とする専有部 

分の配管類を決めて、規約・細則等を改 

定し（あるいは、今回の改修［事期間巾 

でも）、その部分を‘‘みなし共用部分”とす 

るなどの対応をすることです。これで法的 

に組合が直接タッチできますし、修繕積 

立金からの支出も可能となります。 

次に、専右部分配管を含めた、長期修 

繕計画の見直しを行い、L事時期や資 

金馴画を作り直します。 

〇工事時期は早くに決めたい 

また、占いマンションになればなるほ 

ど、各住戸でのリフオーム工事も増えます 

から、改修L事の時期やL法について 

は、早くに住民に周知することが大切で 

す。切迫した時期の公表では、せっかく 

新しくした内装や床大井、それにキッチ 

ン、ユニットバスなどの宅内設備を一度動 

かしたり解体したりと、無駄な出費や労力 

を強いることになり、トラブルの原因となり 

ます。リフォーム上事は上事終了後まで 

延期してもらうか、やむ得ない場合でも工 

法に合わせた専有部分配管の取替えを 

行ってもらうことが肝要ですc 

〇入念な事前準備が大切 

専有部分を含めた配管類の改修上事 

に人るには、様々な事前準備が重要で 

す。長期間の宅内「事となりますので、 

1，デ 
天井床下配管改修工事 

何度でも住民説明会を開催し、上事力法 

や宅内での工事内容、期間などを徹底し 

ますn そのうえで、宅内I -事の日程変史 

は難しいこと、立人上事承諾書を書いて 

もらうこと、仮設トイレや休憩所等の配置 

場所についての要望事項の確認など、高 

齢者、乳幼児等にも、「分配慮した準備 

を彳」うことが大切です。 

次頁に、給排水管等の改修上事の力 

法について、工事実績のある施工各社の 

最新の技術・I -法を紹介しますn 
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z7年 第z回全員集会を開催します 
マは「給排水改修の最新技術の紹介」です～ 

平成27年第2回全員集会を、9月27日（日）午後I時半から、下記の要領で開催します。 
いま築30年前後の団地・マンションでの重要課題のーつは、給排水管など配管類 

の改修工事ではないでしょうか。改修は配管の全てを新しい管に取替えてしまう、 
更新工事が理想です。 しかし、大がかりな宅内工事が必要ですし、工事期間も長 
く、さらに多額の費用がかかるなどの難点があります。他方、配管寿命を15年～20 
年程度延ばす更生工事（ライニング工事）は、工事が容易で工期も短く、住民負担 
や費用面も軽減する利点があります。ただ、更新工事ほどには長持ちしないし、劣 
化が進み過ぎた管では難しい、といった問題もあります。 

各管理組合では、どちらの工法を選択したら良いか、両方の長所を生かしたミッ 
クスな方法はどうかなど、工事の難易度や費用対効果を考えて悩むところです。 
そこで、全員集会では、 －給排水管改修の最新技術を紹介 一更新か更生かー 

ベスト工事法は」をテーマに、工事実績のある施工各社に、自社の新技術や新工法 
を紹介してもらいます。また各団地・マンションのタイプに合った工事法選択の仕 

方を説明していただきます。 
会員をはじめ、配管改修を検討中の各管理組合のみなさんの参加をお待ちしてい 

ます。 

・日時 ：平成27年9月27日（日）午後1時半～5時半（受付開始は午後1時15分） 
・場所 ：パルテノン多摩（4階）第2第3会議室 

・講演 ：配管改修工事の実績がある施工各社による 
自社の最新技術・工法の紹介と、最適工事法選択のポイント説明 

・懇親会：午後6時頃から、希望者のみ（参加費1, 000円） 
・申込み：9月20日（日）までに、氏名・住所・電話番号・所属の管理組合名 

を記載の上、FAXかメールにてお申込み下さい。 
【宛先】 連絡会事務局（常光宅）FAX : 042-339-4992 

E メール：gakugaic_tuneini tu@insn. corn 



給排水管改修工事の 
新技術・工法の紹介 

◎いずみテクノス( ) 

リノベライナー工法 

排水横主管史生にーリノベライナーI -法 

－を開発しました。形状記憶性を持つ、だ 

円状の硬質塩ビ管を加熱し、円形に復兀 

します。復フ毛された管を排水管の中に通 

し、圧縮空気により管の内側に密着させ 

て、排水管内部に形状記憶型硬質塩ビ 

管を形成するI -法です。新しく塩ビ管を 

通す形になるため、従来工法に比べてム 

ラや塗り残しなどがありません。公共イン 

フラの史生分野でも、史生I -法を牛み出 

している積水化学工業株製ですc 

◎京浜管鉄工業( ) 

SL-PRO工法 

老朽化した排水配管や埋設管を更生工 

事によってリニューアルさせる特殊工法 

rsL-pp() II法」は可視光線で硬化する樹 

脂を使用し、老朽化が進んだ建物の排水 

設備（外構埋設排水管、浴室の排水トラッ 

プ、外構の排水桝）を安価・短時間でリニ 

ューアルさせる工法です。紫外線ではな 

く、可視光線のため人体への影響もありま 

せん。また史牛l一亨であることから開削等 

の大型重機が不要となり、振動や騒音も 

なく敷地内に工事跡も残りませんー 

SL ~PRO 工法 

◎岡P・〔・Gテクニ力 

P・〔・G FRPサポーター工法 

古い排水管は取り替えなくても姓る。穴 

の空いた排水管もそのまま由：生できる！20 

年保証の「p・C・GFPT サポーター工法」 

は、2015'j -8月に審査証明を取得。枝管分 

岐部を切らずに施上できるので、建築上事 

が少なく居住者様に優しい工法ですc 

◇ン 

既設管に見立てたモデル配管にて実験 
－塩ビ管の曹f具合オ検証するため、 
管の－部を外した状態」 

でアこより 
管内部に 
密着！ 

、、 
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形状記憶型硬質塩ピ管 蒸気で軟化させた 
を準備します。 形状記憶型硬質塩ピ管を挿入します． 

、 
ここニ二三 

だ円状の 圧縮空気を送り、 
形状記憶型硬質塩ビ管 既設管に密着させます。 

リノベライナー工法 

◎岡ョコソー 
集合住宅の給排水管改修工事 

1.給水管改修［事 

共用部配管の更新工事では、既存 

の塩化ビニールライニング鋼管を尚 

密度ポリェチレンパイプ（PE）に取 

り替えますc また、加圧給水ポンプ 

等は、より省ユネ・省スヘース・省 

コストとなる直結増圧ポンプユニッ 

トへの更新工事を行いますc 

寺有部配管の史新工事では、既存の 

塩化ビニールライニング鋼管を架橋ポ 

リェチレンハイプに取り替えます。そ 

の際に配管が露出する部分には、専用 

の配管カバーを使用しま」二 

2．排水管の改修工事 

主に史新工申一を奨めており、既存 

の鋼管・鋳鉄管を耐火二層管、硬質 

塩ビ管に取り替えますc 

◎岡マルナカ 

マルライナー工法 

耐用年数を超えた腐食に上る排水管 

の漏水被害は重大な問題を引き起こし 

ます。この老朽管の史生工法として、 

非解体で行う I -法の巾でも省ェネ・耐 

久性・経済性に優れたのが「マルライナ 

ー工法」です。マルライナー工法は 

ーエポキシ樹脂を含浸させたポリエス 

テル繊維を反転挿人し、老朽化した排 

水管を蘇らせる」工法です。居住者様 

の生活サイクルに対する影響を最小限 

に抑え、工期短縮・騒音及び廃棄物の 

軽減を実現したユコ工法です 
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直結増圧ポンプユニツト設置 
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◇地震保険料、17年から 
最大50％上げ 
損害保険料率算出機構 

と損保各社は、マンション 
保険などの特約である地 

震保険料の引き上げ幅を最大で40---50% 
とする方向で検討を始めた（地震保険料は 
地震発生リスクや地形等に基づき都道府県 
ごとに決められるが、引き上げにより地域間 
格差が拡大する‘り省昌陛が高い。引き上げ幅 
は全国平均で19％で、2 C) 17年から実施す 
る。地震保険料の引き上げは昨年に続くも 
のとなる。（出典－ 毎日新聞） 

◎囲長谷工リフォーム 

サップス・R工法／HAM-」工法 

ーサップス・R上法」とは、高品質なス 

テンレス管を使用し、工場加工したも 

のを現場で組み立てるシステム化E法 

で現場作業を効率化、給水管の材質と 

ともに、給水方式を変更することで耐 

用性・コストパフオーマンス・清潔度を 

向上させた、給水管改修上法です。 

（長谷工コーポレーションの特子~工法） 

rll \M-J II法」とは、排水管のライ 

ニング更生上法と更新上法の利点を糾 

み合わせた工法で、コンクリートスラ 

ブを貫通している排水管にはライニン 

グ更生を施し、コンクリートスラブ貫 

通部以外を新しい配管へ更新する工法 

です。 （長谷pコーポレーションの技 

術審査証明取得上法） 
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お役立ち情報 

東京都住宅政策審議会のマンション 

部会はーマンション施策の新たな展開に 

ついて」の素案をまとめた。東京では 

2020年の五輪・パラリンビックをビークに 

人I I 減少に転じると予測。それと同時 

に大量のマンションの高経年化と居住 
者の高齢化というー 

ーつの老い」が加速 

するとし、マンションの適正な維持管理 

の促進と、老朽化マンションの再生を図 

る施策を先行的に充実させていく必要 

があるとする 

◆都内マンションの現状と課題 

東京都内には平成23年度でマンショ 

ンが約5.3万棟あり、うち9割弱の4.6万棟 

が区部にある。さらに平成26年時点での 

マンション総戸数は約168カ戸と、総世 

帯数の約4分の1を占め、マンションが都 

民の主要な居住形態となっている。 

そのうち、昭和56年(1981)以前の~~ ~ 

耐震基準で建築されたものが約1.2万 

棟、36万J lあると推計。その割合は都 

心部や多摩地域で高い。中でも公団・ 

公社が分譲した「ョ耐震の団地の約8割 

は多摩地域に集中している。 

また、高経年とされる築40年以ーヒの 

マンションは平成25年末で約12.6万戸 

あった。このまま建替えが進まなけれ 

ば、10年後の平成35年には約3.4倍、 

42.8万戸まで急増すると見込み、マンシ 

ョン再生が急務としている。 

◆マンションの管理状況 

国の平成25年度の調査によれば、マ 

ンション世帯主の60歳代以上の割合は 

50％と、5年前の39.4％から大幅に増 

え、居住者の高齢化に拍車がかかって 

いるc 居住者の水住意識も平成5年の 

31％から平成25年には52.4％まで増加 

し、年々高まっている 

その半面、管理費・修繕積立金を3;/.j 

月以上1~｝納した住戸のあるマンションが 

約4割あり、築年数が古いほど、その割 

合は高まる傾向にある。 

都の調査でも、高経年マンションにな 

るほど高齢化、賃貸化が進み、区分所 

有者の組合活動への参加困難や、無 

関心な居住者が増え、役員のなり手が 

いなくなるなど、管理組合運営に様々 

な問題が生じている。 

,' 

一東京都 ー 、～ 
，にに＋ーー‘一、．“,書雷一＋ハ申I, “新たなマンション施策案を公表、 

～管理組合の登録制と、老朽化マンション再生が重点～一 

I 叫 - ' 
◆これからのマンション施策のポイント 化促進事業の拡充に加えて、耐震診断 

マンションは市場において資産価値 に必要な設計図書の復元支援や、耐震 

が評価されるものであり、管理が良好で 性が低いマンションには何回かに分け 

あったり、適切な改修等が施されたマン てエ事を行う改修計画を作成してもら 

ションが高く評価されるなど、努力する管 い、各段階で設計費、工事費を助成し 

理組合が報われるようにする必要があ ていくなど、費用負担の軽減を図る。 

る。また、マンションの再生には、改修、 

建替え、建物敷地の一括売却など様々 

な手法があり、区分所有者や組合が状 

況にI‘亡くじて最適な方法を選択できるよ 

う、環境を整備することが重要である。 

特に管理不全や、耐震性不足の状 

態を放置すれば、周辺の市街地環境に 

も悪影響を及ぼす恐れがあるため、行 

政も改善に向けて積極的に働きかける 

べきだとしている。 

連博畔 

"'r4 ・ー戸“' 

り誓寧編 

-
 

■曹 
麟 

誠曇 

慧 ・ミi , 

鷲
寿
，
 

灘
響
 

国， 

懸 

轗藻 

笥 

て＝,，ミ、 
報冒』よ芦斌 ・『系題毒‘鷲H叱、nに 1 ）雄 

繊「 
二
A
 奪

 
訟？ 

I 」 

懇 
鍬
 

◆建替え支援の総合施策 

敷地条件や建築規制に上り建替えが 

難しいマンションが相当数存在すること 

から、都市計画・建築規制の緩和を図 

るほか、一定条件で容積率を緩和する 

都市開発諸制度に、老朽マンション建 

替えの視点を追加していく。再建マンシ 

ョンにサービス付き高齢者向け住宅を 

併設するなどした場合は、さらに支援を 

拡大する。 

一方、国に対しては、マンション建替 

え円滑化法の改王により、耐震不足の 

認定を受けたマンションの敷地売却制 

度が創設されたが、容積率等により自 

己敷地のみでは建替えが困難なマンシ 

ョンや、複数の建物で敷地を共有して 

いる団地型など、なお現行制度では建 

替えが難しいものが相当数存在すると 

指摘し 

建替えを促すには、まったく別敷地 

での建替えを可能としたり、隣接地との 

共同建替えを容易にする事業手法を創 

設することc 団地型の場合、段階的・部 

分的な建替えや、棟ごとに異なる再生 

法を選択する仕組みを創設するなど、 

新たな方法を追加するよう求める。 

敷地売却制度そのものもさらに緩和 

し、耐震不足マンション以外に適用した 

り、既存マンションの除却を要件にしな 

いよう、要詰していく。 

現在は全員同意が必要とされる改 

修・改築に伴う共用部分の専用部分化 

や、敷地分割などについても、決議要 

件の緩和を求めている。 
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◆管理組合登録を条例で義務化ノ＼ 

劣悪な管理状態にあったり、耐震不 

足のままであったりと、安全性に深刻な 

問題があるにもかかわらず、行政の支 

援や助言を受人れない組合に対して 

は、法令に基づき強制力を伴う施策も 

必要と判断。 

豊島区のマンション管理推進条例な 

どを参考に、都内の管理組合に基本情 

報の登録や、管理状況の報告を義務付 

けるとともに、行政に調査・指導権限を 

イ、」一与し、改善指導に従わない場合の措 

置などを定めた、条例の制定を検討す 

るよう求めている。 

◆マンション改修支援を強化 

現在、改修上事に活用できる都の制 

度は「マンション改良工事助成－のみ 

で、建替え支援に比べ不「分である。 

そこで建替え支援制度である「都市居 

住再生促進事業－も利用できるように見 

直す。 

専有部分の改修上事では、仮移転 

が必要な場合もあるため、都営住宅を 

提供するほか、都市再生機構の空室情 

報の提供も行う。 

耐震改修については、マンション耐震 



管理運営問題部会 
報告 

◆第65回 2015年4月19日（日） 

区分所右法の読込み（:3回目） 

第3条の区分所有者の団体を検討c メ分所有 

者全員で－団体を構成することがー ーできるーとし 

ているため、設立は任意との解釈も出来る。し 

かし、法改正や判例を経て現在では当然に団 

体は存在するもの（組織されるもの）と解されて 

いることに注意が必要である〔その理由は、① 

「メ分所有者全員が否応なく加人し、脱退の自 

山がない、②規約等や総会決議に全員が拘 

東される、③その決議は多数決で決まる、など 

にあるとされる。 

p 
- , 

◆第66回 2015年5月30日（日） -

【メ分所右法の読込み（4回日） 

第3条の区分所有者の団体について検討を継 

続。この法律は管理組合という名称を使っては 

いないが、区分所有建物が建てられ、複数の 

区分所収者が出現した時点で、当然のこととし 

て団体があるとみなす（みなすは、法律用語で 

強い三い切り（擬制という）で、反論を許さない 

表現）としている。これにより団体が成立し、民 

法とは異なる本法独自の共右関係が適用され 

ることになる。その団体（管理組合）の運営を 

適切に彳」うために、別途制定されたーマンショ 

ン管理適正化法」の概要を検討じ同法は組合 

と管理業者の間に、経験・知識に格差があるこ 

とを前提にして、組合が不当な不利益を蒙らな 

いよう、管理業者を登録制としたり、業務委託 

契約の締結方法を足めたり、組合の助っ人と 

してのマンンョン管理十制度を設けているL 

■ 2015年6月21日（日） . 

区分所有法の読込み（5回目） 

3条に絡んだマンション管理適H 化法の検Sj 

の続き。この適正化法により、分譲の集合住宅 

をマンションと称すると足義されたじまた管理 

業者との業務委託契約は1年以上の契約期間 

を設定できないこと、初めて契約するおりは組 

合員全員に重要事項を説明すること、自動史 

新を認めないこと、管理費等を預かるさいは債 

務保証し、自己資産と厳密に分別管理するこ 

となどを定めている。ただ、部会では業者が受 

託業務の一部を第二者委託したとき、再委託 

先を契約書に明記していないケースがほとん 

どだったじ 

メンテナンス部会 
報告 

◆第6]回 2015年5月18日（月） 

t「プロフェッショナルのための技術セミナー」 

資料説明（高齢化・多様化社会への対応と紛 

争回避術）に①在来浴室にはスラブト排水管 

セットが多い。②床に埋まっている浴室排水 

Hは単体で更新できない－③応急的には、浴 

一 ● 

室排水コを延命させよう。2.給水管診断方法 

の説明と調査の限界について。3.低汚染・耐 

汚染型染料への材料設計。 

◆第68回 2015年6月22日（月） . 

1.「プロフェッショナルのための技術セミナー」資 

料継続説明。①防水層と排水金物を合わせて 

修王ト●するーかぶせ工法」での床防水。②ユニット 

バスのリフオーム業者の無秩序な排水方式が 

多い（スラブト配管のため）。③スラブト排水管 

からスラブトにすれば、騒音問題・T事期間・ 

vn -n‘ 折々の記 防災・減災 
― て二」h■一 多摩マンション管理組合連絡会 理事 松崎益治氏 

，『 （エステート鶴牧4.5 在住） 

－大災は忘れたころにやって来る。」とは、漱石門下の寺田寅彦博十が三ったことですが、こ 

の頃は忘れないうちに次々と、あるいは重なってやってきます。その天災と言うもののレハート 

リーが豊冨で、地震と津波、火山の噴火、台風、豪雨と土砂災害、竜巻などなどです。これら 

は何れも地殻表層から大気圏で起こる自然現象です。ですから、人類の出現以前からこのよう 

な現象で地殻表面が形付けられて来たのでしょうじこのような自然現象が誘因となって起こる 

災害とは、人間と自然とが相1iに父錯するところに発生する人間にとって好ましくない負の社 

会現象と戸えましょう。だから－災害対策は人間の社会的な側面から考える必要があります〔 

近年とみに「防災」ということが上く三われますが、この白然現象を押しとどめるなどということ 

はできるはずもなく、如何にその彼害を軽減し、回避するかというところに人間が知恵を働か 

せるべきなのでしょうc －備えあれば憂いなしc 」と言いますが、憂いはゼロにできず、それを 

如何に軽減するかです。例えば、超高層ビルの免震機構のような技術もそのーつでしょう 

か。自然現象の方は止められないとすれば、人間社会の方で被害を軽減したり、回避するよ 

うな工夫が必要でしょう。つまり「減災」のような対応が必要オぐク）ではないでしょうか・・・・-

費用の問題等があるc2オゾン洗浄。①オゾン 

水を通すだけではーもらい錆」や－錆コブ」はとれ 

ない。②株PCGテクニ力では、オゾン水とジェッ 

ト洗浄を組合せたーこそぎ落とす丁法」を推奨し 

ている。③オゾンによる殺菌効果はあるが、完 

全な給水管内の浄化は期待できないようだ。3. 

「鉄部塗装」説明。①鉄部塗装はケレンが大 

事じ②ケレン作業しても除去しきれない残存サ 

ビを安定化させる塗料としてエスケー化研・サ 

ビノィックス」があるc 

-015 年7月13日（月） 

1.「プロフェッショナルのための技術セミナー」資 

料継続説明。①マンションを100年以ト使うため 

のライフライン 斉改修事例ー②排水立管の3 

本を1本にし、PS開放、脱衣所を広くするl」③好 

きな便器を選べようにし、浴室をユニットバス化 

を行い、スラブ上配管に改めたじ④室内工事の 

日程・作業－ 1)U=－当たり標準で5日間、オプシ 

ョン丁事を含めと8日間c2）室内工事は9時～」B 

時、工事時間屮、トイレや水が使えない日があ 

る。3）室内上事中は－在宅」が基本。室内上事 

日は、流れ作業の都合「変史できない。4）仮設 

トイレや仮設ランドリーを設けるc ⑤仮住まい部 

屋を6部屋借用し、病弱者、高齢者が上事期間 

中生活する。2.塗料の説明。①塗料の弾性材 

についてー②複層仕上げの各層の目的。 

■管理組合員（14管理組合 ノ2015年9月現在・順不同） ☆個人会員（27名）ノ特別個人会員（1名） 

エステート落合5-8団地 
グリーンテフス豊ケ丘団地 
エス71ト鶴牧4・a住宅 
3ri1]ia（ブリリア）多摩センター 

I)’グラフ日ート多摩センター煉瓦坂 

ザ・スクユア管理組合住宅部分 
ヒルサイぐTラス豊ケ丘－ 1団地 
コスモフォーラム多摩 

豊2丘5一1住宅団地 
ホームタウン貝取－ 2団地 

アルテヴィータ 
豊'1丘a丁月3番住宅 

エステート聖ク丘一:3団地 
ク万ス永山 

■賛助会員（14社／2015年9月現在・順不同） 

建装工業 株式会社 
株式会ネI I〕・C・Gテク二ニカ 
株式会社 マルナ力 
株式会社 ソエジマ 

Jパ浜管鉄工業 株式会社 
いずみテクノス 株式会ネI 
タイキ工業 株式会社 
株式会社 太平ェンジ＝アリング 

加藤商事 株式会社 南海工業株式会社 
吉村ェンタープライズ 株式会引 株式会引ジョイン建築設引事務所 
株式会社ョコソー東京支店 
株式会社長谷工リフォーム 

■▲ 多摩マンション 

―■ mc 管理組合連絡会 

多摩市後援 

当広報紙は、多摩市の後援を得てい上す。 

IMC 

発行：多摩マンション管理組合連絡会（会長 西山博之） 
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